
「高知県生活福祉資金貸付事業費補助金交付要綱」の 

一部改正の概要 

 

 

 

 

１趣旨 

 「高知県生活福祉資金貸付事業費補助金交付要綱」の補助の条件に必要な項

目を追加するもの。 

 

 

２概要 

 「高知県生活福祉資金貸付事業費補助金交付要綱」の補助の条件に「補助事

業を行うため締結する契約において県に準じた手続きを行うことに関する条

項」、「高知県情報公開条例に基づく情報公開に関する条項」を追加するもの。 

 

 

３施行期日 

 平成２６年４月１日 


